
 

 
 

 

 

 

 

 

 長野県では令和４年に「障がいのある人もない人も共に生きる長野県づくり条例（長野県障がい

者共生条例）」を制定し、全ての県民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格

と個性を尊重し合う社会の実現を目指しています。 

そのために必要な「社会的障壁の除去」や「合理的配慮の提供」等について、県民や事業者の皆

様に理解を深めていただくことを目的とした啓発動画を YouTubeにアップしました。 
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２ 動画視聴方法 

 「長野県公式チャンネル」（YouTube）からご覧ください。 

ＵＲＬ：https://www.youtube.com/@%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C-i2n/featured 
 

３ 動画の主な活用方法 

 ・県庁１階ロビーの大型４Ｋビジョンで放映します。 

 ・長野県障がい者共生条例やあいサポート運動に関する出前講座で使用します。 

 ・県の全職員を対象とした e-learning研修で使用します。 
 
※この動画は、県民参加型予算（提案・共創型）事業として、長野県共生社会実現推進共同企業
体（構成員：長野朝日放送株式会社・株式会社シューマート）により制作されました。  

長野県（健康福祉部）プレスリリース  令和７年（2025 年）９月 30 日 

 障がいのある人もない人も共に生きる長野県をつくるため 

分かりやすい啓発動画を YouTubeにアップしました 

（問合せ先） 
健康福祉部障がい者支援課共生社会推進係 
担 当 大井 
電  話 026-232-0111（代表）内線 2405 
    026-235-7105（直通） 
F A X   026-234-2369 
E-mail shogai-shien@pref.nagano.lg.jp 

No.１ 社会的障壁の理解 No.２ 法律・条例について No.３ 不当な差別的取扱いの禁止 

No.５ 環境整備 No.６ 共生社会の実現 

No.７ 声がけ No.８ 補助犬 No.９ ヘルプマーク 

１ 内容 

 県民や事業者の皆様に動画の制作目的や長野県として目指す方向をお示ししたガイダン

ス動画（約３分 50 秒）及び共生社会づくりのために特に重要な９項目を分かりやすくまと

めた啓発動画（各 約１分）を YouTubeにアップしました。 

 

No.４ 合理的配慮の提供 

長野県は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 

ガイダンス「障がいのある人もない人も共に生きる長野県づくり」 

https://www.youtube.com/@%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C-i2n/featured

